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金融広報アドバイザーの

誌上セミナー
―親なき後も安心して暮らすために―

知的障がい者、
精神障がい者を支える
成年後見制度の活用法
このコーナーでは、全国で活躍している金融広報アドバイザ
ーによる誌上セミナーを行います。今回のテーマは「知的障が
い者および精神障がい者を支える成年後見制度の活用法」で
す。一般的に、高齢者が多い認知症の方とは環境や問題状況
の異なる障がい者が、安心して暮らすための成年後見制度の
支援内容について、今井一成アドバイザーにうかがいました。

第28回

講師：今井一成
長崎県金融広報アドバイザー

二
つ
の
制
度
で
支
援
す
る

成
年
後
見
制
度
の
概
要（
注
）

２
０
0
０
年
に
創
設
さ
れ
た
成
年
後
見
制

度
は
、
精
神
上
の
障
が
い
な
ど
に
よ
り
判
断

能
力
が
不
十
分
で
法
律
行
為
に
関
す
る
意

思
決
定
が
困
難
な
方
（
以
下
、
本
人
）
の
権

利
を
守
る
た
め
に
、
後
見
人
な
ど
の
援
助
者

が
本
人
を
法
律
的
に
保
護
し
支
え
る
制
度
で

す
。
主
な
支
援
内
容
は
、
不
動
産
や
預
貯
金

な
ど
の
管
理
を
行
う
「
財
産
管
理
」
と
、
医

療
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
き
な
ど
を
行
う

「
身
上
保
護
」
と
な
り
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
に
は
、
法
定
後
見
制
度
と

任
意
後
見
制
度
の
二
つ
の
制
度
が
あ
り
ま
す

【
図
表
１
】。
法
定
後
見
制
度
で
は
家
庭
裁
判

所
が
各
申
立
て
に
応
じ
て
援
助
者
（
以
下
、

成
年
後
見
人
等
）
を
選
任
し
ま
す
。
成
年
後

見
人
等
の
権
限
も
基
本
的
に
法
律
で
定
め
ら

れ
て
お
り
、
本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に
応

じ
て
「
後
見
」、「
保
佐
」、「
補
助
」
の
三
つ

の
類
型
が
あ
り
ま
す【
図
表
２（
次
ペ
ー
ジ
）】。

一
方
、
任
意
後
見
制
度
で
は
、
本
人
が
十
分

な
判
断
能
力
を
有
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ

め
援
助
者
（
以
下
、
任
意
後
見
人
）
と
な
る

方
や
そ
の
権
限
を
決
め
ら
れ
ま
す
。

障
が
い
者
家
族
が
抱
え
る

「
親
な
き
後
問
題
」
の
解
決
策
と
し
て

成
年
後
見
制
度
が
助
け
に

成
年
後
見
制
度
の
支
援
対
象
者
に
つ
い

て
、
一
般
的
に
は
認
知
症
の
方
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
、
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
利
用
す
る
制

度
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
知
的
障
が
い
者

や
精
神
障
が
い
者
（
以
下
、
障
が
い
者
）
も

支
援
対
象
と
な
り
ま
す
。

厚
生
労
働
省
資
料
「
成
年
後
見
制
度
の
現

状
（
２
０
２
２
年
８
月
）」
に
よ
る
と
、
知

的
障
が
い
者
に
お
け
る
64
歳
以
下
の
割
合
は

80
％
以
上
、
精
神
障
が
い
者
で
も
60
％
以
上

と
な
り
、
65
歳
以
上
が
ほ
と
ん
ど
の
認
知
症

患
者
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
若
年
層
に
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
成
年
後
見
制
度
を
利
（注）詳細はくらし塾きんゆう塾vol.41「そこが知りたい！くらしの金融知識」をご参照ください（2017年7月時点の情報です）。
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/kurashijuku/pdf/201707/vol_041_006.pdf

法定後見制度 任意後見制度

制度の概要

本人の判断能力が不十分になっ
た後に、家庭裁判所によって選任
された成年後見人等が本人を法
律的に支援。本人の判断能力に応
じて、「後見」、「保佐」、「補
助」の三つの制度がある

本人が十分な判断能力を有するときに、あら
かじめ、任意後見人となる方や将来その方
に委任する事務（本人の生活、療養看護およ
び財産管理に関する事務）の内容を定めてお
き、本人の判断能力が不十分になった後に、
任意後見人がこれらの事務を本人に代わって
行う

申立手続 家庭裁判所に後見等の開始の申
立てを行う

本人と任意後見人となる方との間で、本人の生
活、療養看護および財産管理に関する事務につ
いて任意後見人に代理権を与える任意後見契
約を、公正証書により締結
　　　　　　　　　　↓　
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭
裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立て
を行う

申立てをでき
る方

本人、配偶者、四親等内の親
族、検察官、市町村長など

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人
となる方（※1）

成年後見人等、
任意後見人の
権限

制度に応じて、一定の範囲内で
代理したり、本人が締結した契
約を取り消すことができる

任意後見契約で定めた範囲内で代理すること
ができるが、本人が締結した契約を取り消す
ことはできない

後見監督人等
（※2）の選任

必要に応じて家庭裁判所の判断
で選任 全件で選任

（※1） 本人以外の方の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要。ただし、本
人が意思を表示することができない場合は必要なし。  

（※2） 後見監督人等とは、法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見制度における
任意後見監督人。

（出所）法務省民事局「成年後見制制度・成年後見登記制度」を基に作成

【図表1】法定後見制度と任意後見制度の違い
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用
す
る
場
合
、
長
期
の
後
見
に
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
認
知
症
で
は
「
子

ど
も
が
親
の
世
話
を
す
る
」
と
い
う
ケ
ー
ス

が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
障
が
い
者
の
場
合
の

多
く
が
「
親
が
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
」
と

い
う
点
も
大
き
な
違
い
で
す
。
そ
れ
に
伴
い

障
が
い
者
の
親
の
多
く
は
、
自
分
が
い
な
く

な
っ
た
後
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
我
が
子
を
支

え
る
の
か
と
い
う
「
親
な
き
後
問
題
」
を
抱

え
て
い
ま
す
。
住
居
の
確
保
、
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
の
回
避
、
生
活
資
金
の
管
理
な
ど
、
我

が
子
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
を
解
決
す

る
た
め
に
は
、
法
的
権
限
を
使
っ
て
支
援
し

て
く
れ
る
援
助
者
が
必
要
で
あ
り
、
成
年
後

見
制
度
が
大
き
な
助
け
に
な
る
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

例
え
ば
、
預
貯
金
の
解
約
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
契
約
、
遺
産
分
割
の
協
議
な
ど
を
行
う

際
、
本
人
の
判
断
能
力
が
不
十
分
で
こ
れ
ら

の
行
為
を
行
う
の
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
場

合
は
、
本
人
に
と
っ
て
不
利
益
な
結
果
を
招

く
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
障
が
い
者
は

悪
質
業
者
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
り
や
す
い
な

ど
、
法
的
権
限
で
保
護
し
支
え
る
人
が
必
要

な
の
で
す
。

障
が
い
者
が
成
年
後
見
制
度
を

利
用
し
な
い
三
つ
の
要
因
と
解
消
方
法

　

成
年
後
見
制
度
の
利
用
者
数
は
年
々
増
加

し
て
い
ま
す
が
、
対
象
者
数
に
占
め
る
利
用

者
数
の
割
合
は
、
ま
だ
ま
だ
低
調
で
す
。
こ

の
制
度
の
利
用
を
必
要
と
す
る
方
が
、
何
か

し
ら
の
要
因
で
利
用
し
な
い
、
も
し
く
は
利

用
で
き
な
い
な
ら
ば
問
題
で
す
。

　

成
年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
障
が
い
者

が
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
な
い
主
な
要
因
は
、

次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

要
因
①
制
度
を
適
切
に
理
解
し
て
い
な
い

　

成
年
後
見
制
度
の
仕
組
み
や
申
立
方
法
な

ど
、
基
本
的
な
情
報
を
知
る
こ
と
は
大
前
提

と
し
て
、
制
度
を
適
切
に
理
解
し
て
い
な
い

た
め
利
用
し
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
こ
の
制
度
の
利
用
に
お
け
る
誤

解
の
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

●
自
由
に
物
が
買
え
な
く
な
る
？

　

 

日
常
の
買
い
物
な
ど
は
本
人
が
自
由
に
行

え
ま
す
。
２
０
１
６
年
に
施
行
さ
れ
た「
成

年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
以
下
、
利
用
促
進
法
）」
で
は
、
こ

の
制
度
の
基
本
理
念
の
一
つ
に
「
自
己
決

定
権
の
尊
重
」
が
挙
げ
ら
れ
、
本
人
が
意

思
決
定
で
き
る
際
は
、
そ
の
意
思
を
尊
重

す
る
方
向
に
進
ん
で
い
ま
す
。

●
選
挙
権
が
無
く
な
る
？

　

 

２
０
１
３
年
の
法
改
正
で
、
成
年
被
後
見

人
は
選
挙
権
・
被
選
挙
権
を
有
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

●
資
格
を
失
う
？

　

 

医
師
や
税
理
士
等
の
資
格
を
失
う
な
ど
、

本
人
の
権
利
を
制
限
す
る
規
定
が
あ
り
ま

し
た
が
、２
０
１
９
年
に
削
除
さ
れ
ま
し
た
。

　

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
れ
ば
、
各
市
町
村
の
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
や
全
国
の
社
会
福
祉
協
議
会
、
日

本
社
会
福
祉
士
会
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

要
因
②
報
酬
が
負
担

　

成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
係
る
費
用
は
、

家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立
て
に
要
す
る
費
用
と
、

成
年
後
見
人
等
や
監
督
人
へ
の
報
酬
が
あ
り

ま
す
。
申
立
て
の
費
用
は
一
時
的
な
も
の
で
す

が
、
報
酬
は
後
見
開
始
後
、
毎
月
発
生
し
ま

す
。
報
酬
額
は
、
成
年
後
見
人
等
や
監
督
人

の
管
理
財
産
額
や
支
援
内
容
に
よ
っ
て
算
定

さ
れ
ま
す
。
基
本
報
酬
の
目
安
と
し
て
、
成

年
後
見
人
等
は
月
額
２
万
円
（
管
理
財
産
額

１
０
０
０
万
円
以
下
）、
監
督
人
は
月
額
１
万

〜
２
万
円
（
管
理
財
産
額
５
０
０
０
万
円
以

下
）
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
見
期
間
が

長
期
に
な
る
う
え
に
、
収
入
が
低
い
傾
向
に

あ
る
障
が
い
者
が
、
報
酬
の
負
担
を
理
由
に

後見 保佐 補助

対象となる方
判断能力が欠けて
いるのが通常の状
態の方

判断能力が著しく
不十分な方

判断能力が不十分
な方

申立てをできる方

成年後見人等の
同意が必要な行為 （※2）

民法13条1項所定の
行為（※3）（※4）（※
5）

申立ての範囲内で
家庭裁判所が審判
で定める「特定の法
律行為」（民法13条1
項所定の行為の一
部）（※1）（※3）（※5）

取消しが可能な
行為

日常生活に関する
行為以外の行為
（※2）

同上
（※3）（※4）（※5）

同上
（※3）（※5）

成年後見人等に
与えられる 
代理権の範囲

財産に関するすべ
ての法律行為

申立ての範囲内で
家庭裁判所が審判
で定める「特定の法
律行為」（※1）

同左（※1）

（※1） 本人以外の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要。
補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じ。 

（※2） 成年被後見人が契約等の法律行為（日常生活に関する行為を除く）をした場合には、仮に
成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができる。

（※3） 民法13条１項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げ
られている。

（※4） 家庭裁判所の審判により、民法13条１項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲
とすることができる。

（※5）日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれる。
（出所） 法務省民事局「成年後見制制度・成年後見登記制度」を基に作成

【図表２】法定後見制度の仕組み

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など（※1）
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利
用
し
な
い
ケ
ー
ス
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
ケ
ー
ス
の
方
は
、
成
年
後
見
人

等
は
必
ず
し
も
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
で
あ

る
必
要
は
な
い
の
で
、
報
酬
を
必
要
と
し
な

い
家
族
を
成
年
後
見
人
等
の
候
補
者
と
し
て

申
し
立
て
る
こ
と
を
検
討
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
（
選
任
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
）。
ま
た
、
収
入
や
資
産
が
十
分
に
無
い
方

は
、
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
利
用

を
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
成
年
後
見
制

度
が
有
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
障
が
い
者

が
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
利
用
が
困
難
な

場
合
、
申
立
費
用
や
報
酬
の
全
額
ま
た
は
一

部
を
補
助
し
て
く
れ
ま
す
。
支
援
対
象
者
や

補
助
金
額
な
ど
具
体
的
な
内
容
や
要
件
は
、

各
市
町
村
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
お
住
ま
い

の
自
治
体
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
（
窓
口

は
自
治
体
ご
と
に
異
な
り
ま
す
）。

要
因
③
知
ら
な
い
人
に
任
せ
た
く
な
い

　

大
切
に
世
話
を
し
て
き
た
我
が
子
を
、
他

人
に
任
せ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
の
は
、
親
心

と
し
て
当
然
で
す
。
私
個
人
と
し
て
は
、
可

能
な
限
り
近
親
者
が
後
見
人
に
な
る
べ
き
と

考
え
て
い
ま
す
。
本
来
、
後
見
人
に
は
被
後

見
人
に
対
し
て
、
情
愛
を
持
つ
人
が
ふ
さ
わ
し

い
か
ら
で
す
。

　

本
人
に
判
断
能
力
が
あ
る
場
合
、
任
意
後

見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
家
族
な
ど
任

せ
た
い
人
を
後
見
人
に
で
き
ま
す
。
障
が
い
者

が
未
成
年
で
あ
れ
ば
、
判
断
能
力
が
無
く
て

も
親
が
親
権
を
使
っ
て
任
意
後
見
契
約
を
結

ぶ
こ
と
が
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
任
意
後
見

人
は
慎
重
に
選
び
ま
し
ょ
う
。
信
用
が
で
き
る

だ
け
で
な
く
、
後
見
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
知

識
を
持
っ
て
い
る
、
も
し
く
は
持
つ
意
欲
が
あ

る
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
任
意
後
見

人
に
は
取
消
権
や
同
意
権
が
無
い
た
め
、
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
や
借
金
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て

も
、
契
約
を
取
り
消
せ
な
い
こ
と
も
知
っ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
任
意
後
見
契
約
に
つ
い
て
相
談

し
た
い
場
合
は
、
日
本
公
証
人
連
合
会
や
全

国
の
公
証
役
場
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

利
用
促
進
法
の
施
行
後
、
申
立
て
の
候
補

者
や
親
族
が
、
成
年
後
見
人
等
に
選
ば
れ
や

す
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
私
が
請
け
負
っ
て

い
る
後
見
で
、
身
上
保
護
は
親
が
行
い
、
法

的
事
務
を
専
門
家
で
あ
る
私
が
行
う
「
複
数

後
見
」
が
あ
り
ま
す
。
他
人
に
任
せ
た
く
な

い
子
ど
も
の
世
話
＝
身
上
保
護
は
親
が
行
い
、

財
産
管
理
な
ど
は
専
門
家
に
任
せ
た
方
が
効

率
が
良
い
場
合
も
あ
る
た
め
、
後
見
方
法
の

選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
覚
え
て
お
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

第
二
期
成
年
後
見
制
度

利
用
促
進
基
本
計
画
で

さ
ら
な
る
改
善
を
期
待

　

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
は
、

利
用
促
進
法
に
基
づ
き
、
全
国
ど
の
地
域
で

も
成
年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
人
が
、
安

心
し
て
利
用
で
き
る
体
制
を
め
ざ
し
て
策
定

さ
れ
ま
し
た
。
基
本
的
な
考
え
方
は
「
地

域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
権
利
擁
護

支
援
の
推
進
」
で
す
。
２
０
２
２
年
度
か
ら

２
０
２
６
年
度
ま
で
第
二
期
の
計
画
が
推
進

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

主
な
施
策
を
紹
介
し
ま
す
。

■
被
後
見
人
の
意
思
決
定
支
援
の
浸
透

　

本
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
本
人
ら
し
い
生

活
を
継
続
す
る
た
め
に
、
成
年
後
見
制
度
の

運
用
改
善
と
権
利
擁
護
支
援
策
の
総
合
的
な

充
実
を
図
り
ま
す
。
も
っ
と
も
大
切
で
、
中

心
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
施
策
で
す
。

■
適
切
な
後
見
人
等
の
選
任
・
交
代
の
推
進

　

意
思
決
定
支
援
の
浸
透
を
踏
ま
え
て
、
本

人
に
と
っ
て
適
切
な
後
見
人
の
選
任
や
、
状

況
に
応
じ
た
後
見
人
の
ス
ム
ー
ズ
な
交
代
を

実
現
し
ま
す
。

後
見
準
備
は
時
間
的
に
も

精
神
的
に
も
余
裕
が
あ
る
間
に

　

障
が
い
者
の
後
見
は
、「
親
が
い
な
く
な
っ

た
後
も
同
じ
よ
う
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
た

め
に
、
何
が
必
要
か
」
を
、
親
や
家
族
が
ど

れ
だ
け
具
体
的
に
考
え
ら
れ
る
か
が
重
要
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
親
が
年
老
い
て
か
ら

で
は
な
く
、
時
間
的
に
も
精
神
的
に
も
余
裕

が
あ
る
早
い
時
期
に
、
後
見
に
つ
い
て
の
情

報
を
収
集
し
て
検
討
し
、
家
族
で
し
っ
か
り

話
し
合
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
頑

張
っ
て
つ
な
い
で
き
た
子
ど
も
の
幸
せ
を
、

親
が
い
な
く
な
っ
た
後
も
し
っ
か
り
つ
な
い

で
い
く
た
め
に
、
成
年
後
見
制
度
を
上
手
に

活
用
し
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

2009年弁護士登録。長崎県弁護士
会所属。日本弁護士連合会消費者問
題対策委員会委員、九州弁護士会
連合会高齢者障がい者の支援に関す
る連絡協議会委員。通常の訴訟業務
のほか、弁護士として高齢者・障が
い者の成年後見人等を複数務めてい
る。成年後見業務においては、本人
の保護に加えて本人意思の実現支援
を重視し、成年被後見人等の「真の
幸せ」の実現をめざしている。

ま と め

今 回 の

★ 

成
年
後
見
制
度
は「
親
な
き
後
問
題
」を
解
決
す
る
大
き
な
助
け
に
。

★ 
制
度
を
利
用
し
な
い
要
因
は「
制
度
の
理
解
不
足
」、「
報
酬
負
担
」、「
他
人

に
任
せ
た
く
な
い
」。

★
後
見
準
備
は
時
間
的
・
精
神
的
に
余
裕
が
あ
る
う
ち
に
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今井一成 （いまい・かずなり）
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